
 

 

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者の安定的な就労の確保及び工賃の適正化を図り、

障がい者の生活及び経済的な自立に向けた支援を行うため、役務の発注者と

受注を行う障がい者就労施設との間の役務の調達を仲介する等の事業（以下

「共同受注窓口事業」という。）の実施に要する費用に対し、予算の範囲内に

おいて厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年厚木市規

則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「障がい者就労施設」とは、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第５条第１

項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設、同条第 11 項に規定する障害

者支援施設及び同条第 27 項に規定する地域活動支援センターをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も

満たす者とする。 

(1) 市内で障がい者就労施設を運営していること。 

(2) 当該年度内に次条各号に掲げる全ての補助事業を実施することができる 

こと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象事業（以下「補助事業」という。）は、次のとおりと

する。 

 (1) 役務の受注者の登録及び管理に関すること。 

  (2) 役務の受発注に係る仲介に関すること。 

 (3) 役務の進捗状況の管理及び役務の実施に係る助言に関すること。 

  (4) 障がい者就労施設に対する役務に必要な知識及び技能に関する研修会の

開催に関すること。 

  (5) 障がい者就労施設が受注する役務の拡大のための宣伝に関すること。 

 (6) 役務の発注者及び受注者が情報共有するためのホームページの運営に関

すること。 

  (7) 役務の受注に係る契約行為についての助言に関すること。 

  (8) 障がい者就労施設間の交流促進に関すること。 

 



 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助事業の実施に要する人件費、報償費、備品購入費（備品に伴う工事請負費を

含む。）、使用料、賃借料、役務費その他事業運営に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額（補助事業に要する費用のうち、

当該年度における補助対象経費に充てるための寄附金その他収入の額を除

く。）とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は厚木市

障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて市長が指定した期日までに、市長に申請しなければならな

い。 

(1) 申請額内訳書 

 (2) 事業実施計画書 

 (3) 収支予算書 

２ 申請者は、前項の規定により申請をするに当たって、消費税及び地方消費税

を補助対象経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に

占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申

請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添

えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費

税額及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りでない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補

助金の交付を決定したときは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補

助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付条件） 

第９条 補助金の交付条件は、次のとおりとする。 

(1) 毎月分の事業実施状況報告書を、半期ごとに市長に提出すること。 



 

 

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示

を受けること。 

(3) この要綱及び規則の規定に従うこと。 

（交付時期） 

第 10 条 補助金の交付時期は、年に２回に分けて交付する。 

２ 第８条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、前項の規定により交付を受けようとする場合は、当該交付を受けよう

とする月の 10 日までに、市長に請求書を提出するものとする。 

（変更の承認） 

第 11 条 交付決定者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとすると

きは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更（中止・廃止）承

認申請書（第３号様式）により市長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めるときは、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更（中止・

廃止）承認通知書（第４号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 12 条 交付決定者は、補助事業が完了した日から 30 日以内に厚木市障がい

者就労施設共同受注窓口事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添

えて市長に報告しなければならない。 

(1) 申請額内訳書 

(2) 事業実績報告書 

(3) 収支決算（見込）書 

２ 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあって

は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、補助金額から減額

して報告しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 13 条 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にお

いて、前条の規定による実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額報告書（第６号様式）により、速やかに市長に報

告しなければならない。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開

する組織の一部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申

告を行わず、本部、本社、本所等（以下この項において「本部等」という。）

が消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合

等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 



 

 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合には、消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（書類の整備等） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかに

した帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、及び保

管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する市の

会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式（第７条関係） 
 

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請書 
 

 年 月 日  
（宛先）厚木市長 

所 在 地 
法 人 名 
代表者名 
施 設 名 

 
  年度障がい者就労施設共同受注窓口事業について、厚木市障がい者就労施設共同受

注窓口事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 
 

１ 補助事業の目的及び内容 
障がい者の安定的な就労及び工賃の確保を図り、障がい者の生活及び経済的な自立に

向けた支援を行うための障がい者就労施設共同受注窓口事業を実施するため 
２ 補助事業の着手及び完了年月日 

着手    年 月 日 
完了    年 月 日 

３ 交付申請額 
  金              円 
４ 添付書類 
(1)    年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請額内訳書 
(2)    年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業実施計画書 
(3)    年度法人及び施設会計収支予算書抄本 

５ 備考 
暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本部に

照会することについて異議ありません。 
  
 

                       問合せ先 
             
                       電 話： 
                       メール： 



 

 

第２号様式（第８条関係） 
  

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付決定通知書 
 

 年 月 日  
≪法人名≫ 
≪代表者名≫ 様 
 
 

厚木市長 
 
 

 年 月 日付けにて申請のありました   年度障がい者就労施設共同受注窓口

事業について、厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金の交付を決定したので、通

知します。 
 

１ 補助事業の目的及び内容 
障がい者の安定的な就労及び工賃の確保を図り、障がい者の生活及び経済的な自立に

向けた支援を行うための障がい者就労施設共同受注窓口事業を実施するため 
 
２ 交付決定額 
  金           円 

 
３ 補助条件 
 (1) この補助金は、事業のために交付するものであり、目的外への使用は一切使用しない

こと。 
(2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。 
(3) 不正な方法等により補助金の交付を受けたことが判明した場合や暴力団等に該当す

ると判明した場合には、補助金交付の決定が取り消され、交付された補助金の全部又は

一部の返還を命ずることができるものであること。 
(4) 補助事業が完了したときは、定められた期限までに事業実績報告書及び収支決算書

を市長に提出すること。 
(5) 交付時期 

年  月：         円 

年  月：         円 
 



 

 

第３号様式（第 11 条関係） 
  

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 
 

  年 月 日  
 
（宛先）厚木市長 

所 在 地 
法 人 名 
代表者名 
施 設 名 

 
 

 年 月 日付けで交付決定があった、   年度厚木市障がい者就労施設共同

受注窓口事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、承認を受けたく、関係書類を添

えて申請します。 
 
１ 変更の内容 
 
  変更前： 
  変更後： 

 
２ 変更（中止・廃止）の理由 

ため 
 

３ 添付書類 
(1)   年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請額内訳書 
(2) 当初交付申請書に添付した書類で変更が生じるもの 

 
 

 
 

                       問合せ先 
                        
                       電 話： 
                       メール： 



 

 

第４号様式（第 11 条関係） 
  

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金変更（中止・廃止）承認通知書 
 

 年 月 日  
≪法人名≫ 
≪代表者≫ 様 
 
 

厚木市長 
 

 年 月 日付けで申請があった、  年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口

事業の変更（中止・廃止）について承認したので、通知いたします。 
 
１ 変更の内容 
 
  変更前： 
  変更後： 

 
２ 変更（中止・廃止）の理由 

ため 
 

３ 添付書類 
(1)    年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請額内訳書 
(2) 当初交付申請書に添付した書類で変更が生じるもの 

 
 

 
 

                       問合せ先 
                        
                       電 話： 
                       メール： 
 
 
 



 

 

第５号様式（第 12条関係） 
  
 

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業実績報告書 
 
 

 年 月 日  
 
 
（宛先）厚木市長 

所 在 地 
法 人 名 
代表者名 
施 設 名 

 
 
 

 年 月 日付けで交付決定を受けました、  年度厚木市障がい者就労施設共同

受注窓口事業補助金に係る補助事業の実績を次のとおり報告します。 
 

厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金 

実支出額 補助基本額 ①要補助額 ②補助交付額 
過不足額 
（②－①） 

円 
 

円 円 円 円 

 
 

１ 添付書類 
(1)    年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業補助金交付申請額内訳書 
(2)    年度厚木市障がい者就労施設共同受注窓口事業実績報告書 
(3)    年度法人及び施設会計収支決算（見込）書 

 
                       問合せ先 
                        
                       電 話： 
                       メール： 



 

 

第６号様式（第 13 条関係） 
 

年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

年  月  日 

（宛先）厚木市長 

 

補助事業者  所 在 地 

法 人 名 

代表者名 

施 設 名 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた厚木市障がい者就労施設共同受注窓口

事業に係る補助金の消費税及び地方消費税仕入控除税に係る仕入控除税額について、次

のとおり報告します。 

 

１ 補助金の確定額                   金         円 

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択）        有 ・ 無 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）      一般課税 ・ 簡易課税 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額  金         円 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額   金         円 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）  金         円 

７ 添付書類 

(1) ３で一般課税に該当する場合、当該補助金に係る「消費税仕入控除税額の積算内

訳」 

(2) ３で一般課税に該当する場合、税務署に提出した際の「消費税の確定申告書（控）

の表紙」及び「付表２課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

(3) その他参考となる書類（別に定める様式等） 

 

問合せ先 

 

電 話： 

メール： 

（注）補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 


